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Ⅰ 調査概要

１ 調査の目的

この調査は、町民の人権に関する意識を把握し、今後の人権に関する施策を推進する上で

の基礎資料とする。

２ 調査項目

人権一般について

（１）基本的人権に関する認知度（問１）

（２）関心のある基本的人権（問１－２）

（３）山口県人権推進指針の理解度（問２）

（４）人権尊重意識の定着状況（問３）

（５）人権を侵害された経験（問４）

（６）人権を侵害されたと思った内容（問４－２(1)）

（７）人権を侵害された際の対処法（問４－２(2)）

人権の個別分野ごとの課題

（８）新たに施行された人権に関する法律の認知度（問５）

（９）女性に関する人権上の問題点（問６）

（10）子どもに関する人権上の問題点（問７）

（11）高齢者に関する人権上の問題点（問８）

（12）障害のある人に関する人権上の問題点（問９）

（13）罪や非行を犯した人が立ち直ろうとする場合の人権上の問題点（問１０）

（14）犯罪被害者に関する人権上の問題点（問１１）

（15）プライバシーの保護に関する人権上の問題点（問１２）

（16）インフォームド・コンセントに関する医療機関の対応（問１３）

（17）性的指向や生物学的な性と自認が一致しない人などに関する人権上の問題点（問１４）

（18）同和問題に関する人権上の問題点と見聞（問１５）

（19）外国人に関する人権上の問題点と見聞（問１６）

（20）感染症患者等に関する人権上の問題点と見聞

・HIV 感染者・患者等に関して（問１７）

・新型コロナウイルス感染者やその家族・医療従事者等に関して（問１８）

（21）ハンセン病問題に関する人権上の問題点と見聞（問１９）

人権教育・啓発の取組

（22）講習会・研修会・学習会等への参加経験（問２０）

（23）人権に関する取組の今後の条件整備（問２１）



３ 調査方法

（１）調査地域 田布施町内全域

（２）調査対象者及び標本抽出方法

年代を７つに分け、各年代から２００人（18歳～19 歳、20 歳代は合わせて

２００人）の標本が得られるように、田布施町に居住する１８歳以上の者を対象

として、住民基本台帳から１，２００人を無作為抽出法により抽出した。

（３）調査方法 郵送法・無記名方式

（４）調査期間 令和３年３月～令和３年４月１５日まで

（５）実施機関 田布施町

４ 回収状況

（１）調査票発送数 １，２００票

（２）回収数 ４９１票 回収率 ４０．９％

（３）有効回収数 ４９１票 有効回収率 ４０．９％ （前回 H20 ５０．５％）

５ 回収の属性

（１）性別 （２）年齢別（令和 3年 3月 1日現在）

男, 

40.5%

女, 

53.4%

どちらでも

ない, 0.6%

答えたく

ない, 2.0%
その他（回答

なし）, 3.5%

１８～１９歳, 

2.9%
２０～２９歳, 

7.3%

３０～３９

歳, 13.2%

４０～４９

歳, 14.3%

５０～５９

歳, 15.3%

６０～６９

歳, 21.6%

７０歳以上, 

21.4%

回答なし, 

4.1%



（３）職業別

Ⅱ結果概要

別紙のとおり
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

農林業者

（家族従事者も含む）

漁業者

（家族従事者も含む）

企業の経営者・自営業者

（家族従事者も含む）

民間の企業や

工場・商店などに勤める人

学校の教職員

（大学・短大・専門学校・幼稚園・保育園を含む）

医療・保健・福祉関係者（医師・歯科医師・

薬剤師・看護師・保健師・介護福祉士など）

学校・医療関係以外の公務員

その他の専門職・自由業

(弁護士・公認会計士・宗教家・芸術家・各種師匠など）

臨時職員やパート等

主婦(夫)

（専ら家事・育児をしている人）

学生

その他

（無職など、上記以外の人）

回答なし


